
 
 
指定管理者候補者の選定結果について 
 

池田町病院事業の設置目的を考慮し、慎重、かつ、公平に審議した結果、下記の団

体を池田町病院事業の管理に係る指定管理者の候補者として決定しました。 

なお、候補者は令和３年１２月２日に開議された令和３年第１回池田町議会定例会

第４回定例会議において、指定管理者として決定されました。 

今後は池田町と締結する協定に基づき施設の管理運営を行います。 

 

１ 対象施設 

（１）名称 十勝いけだ地域医療センター 

位置 池田町字西２条５丁目２５番地 

（２）名称 高島診療所 

位置 池田町字高島４８番地２ 

（３）名称 池田町小規模介護老人保健施設ぴりか 

位置 池田町字西２条５丁目２５番地 

（４）名称 十勝いけだ訪問看護ステーション 

位置 池田町字西３条６丁目１１番地１ 

 

２ 指定管理者の候補者 

団体の名称  公益社団法人 地域医療振興協会 

代 表 者  理事長 吉新 通康 

所 在 地  東京都千代田区平河町２丁目６番３号 

 

３ 指定期間 

令和４年４月１日から令和１４年３月３１日まで 

 

４ 公募によらない指定管理者の選定理由 

  当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められる為。 

 

５ 選定基準及び審査項目 

  選定基準 審査項目 配点 

１ 

利用者の平等な利用の確保及び

サービスの向上が図られるもの

であること。 

池田町民の平等な利用の確保

について 
２４ 

池田町民の健康維持・増進を図

るため、良質な医療・介護のサ

ービスの提供について 

１６ 



２ 

事業計画書の内容が、施設の効用

を最大限に発揮するものである

こと。 

十勝いけだ地域医療センター

等の維持管理の内容、効率性に

ついて 

８ 

利用促進に向けた取組みにつ

いて 
４ 

３ 

事業計画書に沿った施設の管理

を安定して行う人員、資産その他

の経営の規模及び能力を有して

おり、又は確保できる見込みがあ

ること。 

安定的な運営が可能となる財

政基盤について 
１２ 

安定した運営が可能となる組

織体制について 
８ 

４ 

収支計画書の内容が、施設の管理

に係る経費の縮減が図られるも

のであること。 

収支計画書の内容と実現性に

ついて 
１２ 

５ 

地域医療・介護の中核的存在とし

て、良質な医療・介護を提供する

ものであること。 

地域医療の中核的存在として

の役割について 
８ 

６ 

病院の基本方針であるプライマ

リ･ケアを実践するものであるこ

と。 

プライマリ・ケアの実践につい

て 
８ 

７ 
夜間を含む救急に対応できる機

能を継続するものであること。 
救急医療の継続について ８ 

８ 
指定管理者として医療施設等の

運営実績があること。 
運営実績について ４ 

９ 人材育成を図るものであること。 人材育成について ８ 

合  計  点（満点１２０点） １２０ 

 

６ 審査結果（選定委員６人により採点） 

（１）結果 

公益社団法人地域医療振興協会を池田町病院事業の管理に係る指定管理者の候

補者として適当と認め、選定する。 

（２）得点（７２０点満点、基準点４２０点（委員の平均点数～７０点以上）） 

公益社団法人 地域医療振興協会 ５９９点（委員の平均点数～９９.８３点） 

※採点結果については、別添の選定基準・採点結果集計表をご覧ください 
 

７ 審査講評 

  公益社団法人地域医療振興協会から令和３年１０月１３日に申請された、申請書

類と評価審査の内容を踏まえ、慎重、かつ、公平に審議した結果、評価審査におい

て５９９点を獲得した公益社団法人地域医療振興協会は、医療・福祉・保健の連携



と地域住民との関わりを重要と捉え、全国各地において、病院事業の管理に係る指

定管理に実績があり、本町においても平成２３年１０月１日より池田町病院事業の

指定管理者として、地域保健医療の確保と質の向上等住民福祉の増進を図るなど、

病院事業の管理運営について十分な知識と技術、経験、経営能力を有している法人

と認められることから、同事業の管理に係る指定管理者としてふさわしい団体であ

ると判断する。 


